
号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

甲1 戸籍謄本 原本
2022年

(令和4年)
12月9日

原告が出生により日本国籍を取
得したこと。

甲2
教

員採用募集要項
写

2018年
(平成30年)

原告が応募し採用された
の教員の応

募資格として、「フィールド
ワークおよび国内外インターン
シップの指導ができること」が
求められていたこと。

甲3-1
一般旅券発給申請の補正につい
て（通知）

写
2019年

(令和元年)
12月27日

外務大臣
茂木敏充

原告が令和元年12月5日に行った
一般旅券発給申請に対して、外
務大臣が、原告のカナダ国籍取
得の経緯がわかる書類等の提出
を求めたこと。

甲3-2
一般旅券発給申請の補正・補足
について

写
2020年

(令和2年)
1月21日

原告

甲3－1の通知を受けて、原告が
行ったカナダ国籍取得経緯の説
明の内容、並びに、説明資料と
して添付した「資料１ カナダ
市民権証」「資料２ カナダパ
スポート 観光ビザCANCSLLED
日本国籍判明により抹消 の
ページ」「資料３ 大学引率業
務チラシ

」の内容。

甲3-３
一般旅券発給申請の補正につい
て（通知）

写
2020年

(令和2年)
2月18日

外務大臣
茂木敏充

甲3－2の原告の補足説明に対し
て、外務大臣が、原告のカナダ
国籍取得の年月日がわかる書類
の提出を求めたこと。

甲3-4
一般旅券発給申請の補正・補足
について

写
2020年

(令和2年)
2月28日

原告

甲3－3の通知を受けて、原告が
提出した説明書面及び添付資料
の内容。
具体的には、原告のカナダ市民
権証で、市民権取得が2007年11
月であったこと（資料１）。
法務省東京入国管理局が原告の
日本国籍が判明したとして原告
の外国人としての滞在資格を取
り消したこと（資料2の1枚
目）、後者からは原告が右下記
載の「2008年4月2日」より前に
カナダ市民権を取得したこと
（「2008年4月2日」は当該文書
発行年月日。資料2の2枚目）。
原告が2020年春に遂行予定だっ
た海外引率業務の内容（資料
3）。

標目
（原本・写の別）





号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

1997年
(平成9年)
7月30日

江川英文他

国籍とは、個人が特定の国家の
構成員である資格を意味すると
説明されていること（3頁）。

国籍が国際法上、国内法上、国
際私法上の機能を有し、日本国
籍を有することが国内法上、出
入国・居住・就労の権利等を制
約を受けずに行使・享受する等
のうえで重要な意味を有するこ
と（10～14頁）。

国籍法第１１条第１項の立法目
的は重国籍の発生防止であり、
重国籍発生を防止すべきとする
思想の根底にあるのが、人は唯
一の国籍をもつべきであるとい
う思想（「国籍唯一の原則」）
であること（18頁、131頁）。

複数国籍の防止の必要性を重視
する文献においても、国内管轄
の原則（16～17頁）があること
をふまえて、学説上しばしば主
張される「国籍唯一の原則は、
どこまでも、国籍立法上の一つ
の理想であり、できうる限り、
無国籍および重国籍を防止すべ
きであるとするものにすぎず、
この原則を徹底させることの不
可能であることは前述のところ
からして明らかである」とされ
ていること（19頁）。

国籍法第11条第1項の最終文節は
「日本の国籍を自動的に失う」
と解釈されること（133～134
頁）。

明治憲法下の国籍法では、日本
国籍の離脱には政府の許可等の
条件が付されており、個人の自
由意思に基づく日本国籍離脱が
容易には認められなかったこと
（138～139頁）。

甲6
国籍法〔第３版〕
（16頁乃至21頁）

写



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

国籍法〔第３版〕
（抄）

写
1997年
(平成9年)
7月30日

江川英文他

国籍法第11条第1項の定める日本
国籍喪失について、それは「直
接に個人の意思に基づくもので
はないが、志望により外国の国
籍を取得することは、その反
面、間接的には、従来の国籍を
離脱する意思の表現とみるのが
自然であるから、広い意味にお
いて個人の意思に基づく国籍の
喪失の一場合とみることもでき
るであろう。」とする学説があ
ること（131頁）。

戸籍法上の国籍喪失届は外国国
籍取得という事実を報告するも
のに過ぎないこと（133～134
頁）。

甲7-1
弁明書の送付及び反論書等の提
出並びに口頭意見陳述について

写
2020年

(令和2年)
12月11日

審理員
外務省大臣
官房考査・
政策評価室
長
本田誠

外務省大臣官房考査・政策評価
室長である本田誠審理員が、原
告2020年年9月23日に申し立てた
審査請求を受けて原告に送付し
た「弁明書の送付及び反論書等
の提出並びに口頭意見陳述につ
いて」と題する書面、同書面に
添付した外務大臣の「弁明書」
等の内容。

甲7-2 口頭意見陳述申立書 写
2021年

(令和3年)
1月11日

原告
原告が口頭意見陳述申立を行っ
たこと。

甲7-3 補佐人帯同許可申請書 写
2021年

(令和3年)
1月11日

原告
原告が甲7-2の口頭意見陳述申立
に際して補佐人の帯同許可を申
請したこと。

甲7-4
審理手続の終結等について（通
知）について

写
2022年

(令和4年)
10月20日

審理員
外務省大臣
官房考査・
政策評価室
長
木村泰次郎

外務省大臣官房考査・政策評価
室長から原告に対して審理手続
を終結した旨の通知がなされた
こと。

甲7-5
行政不服審査会への諮問等につ
いて（通知）

写
2022年

(令和4年)
11月14日

審査庁
外務大臣

外務大臣が原告に対して行政不
服審査会への諮問等について通
知を行うとともに、審理員意見
書の写しを送付したこと、及び
その内容。

甲7-6
諮問事件の係属等について（通
知）

写
2022年

(令和4年)
11月18日

行政不服審
査会事務局

行政不服審査会事務局が原告に
対して、諮問事件の諮問番号、
事件名及び担当部会について通
知するとともに、「（別紙）事
件記録の写し及び諮問説明書の
標題」を送付したこと、及びそ
の内容。



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

甲7-7 答申書 写
2022年

(令和4年)
12月2日

行政不服審
査会 第１
部会

行政不服審査会が本件審査請求
を棄却すべきである旨の答申を
外務大臣に提出したこと、及び
その内容。

甲８

法務省ホームページ（国籍Ｑ＆
Ａ）（抄）
http://www.moj.go.jp/MINJI/mi
nji78.html

写 不明 法務省

被告が、国籍法第11条第１項に
ついて、「自分の意思で外国国
籍を取得した場合，例えば，外
国に帰化をした場合等には，自
動的に日本国籍を失います。」
と解釈していること。（Ｑ12）

甲９
法制審議会国籍法部会
第10回議議事速記録
（抄）

写

1983年
(昭和58年)

法務大臣官
房司法法制
調査部

1983（昭和58）年12月26日、国
籍法を改正するために開催され
た法制審議会国籍法部会第10回
会議で、国の担当者である細川
清は、複数国籍者本人の「法律
の不知」に配慮して選択催告を
日本国籍喪失の要件にすること
にした、と説明したこと。（5
頁）

甲10
日台複数籍者の国籍選択に関す
る人権救済申立事件
調査報告書（抄）

写
202１年

(令和3年)
９月16日

日本弁護士
連合会
人権擁護委
員会

法務省は、日本国籍の選択宣言
の後に行うべき国籍法16条1項の
外国籍離脱の努力の履行につい
ては、「個別に確認しておら
ず、把握もしていない」こと（4
～5頁、14頁）。

法務省は、1985年に改正国籍法
が施行され、国籍選択制度が導
入されてから現在に至るまで、
国籍法上複数国籍者に対し法律
上の義務として課されている国
籍選択義務を履行しない者に対
する催告（国籍法15条）を実施
したことはないこと（14頁）。

甲11 実務戸籍法 改訂版 写
1990年

(平成2年)
5月30日

法務省民事
局法務研究
会

国籍喪失届の届出人について、
「国籍喪失者本人については、
外国人であるから届出義務は国
内に在住する場合にのみ課せら
れるが、国外にある本人からの
届出をさまたげない。」とされ
ていること。（225頁）



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

甲12
昭和59年4月13日
衆議院法務委員会議録（抄）

写
1984年

(昭和59年)
4月27日

衆議院
事務局

昭和59年（1984年）の国籍法改
正のための国会審議で政府委員
が、国籍は、一旦与えられた後
に国によって恣意的に奪われて
はならないという意味では権利
であろうと説明したこと。（4頁
第3段）

上記審議で政府委員が、「（国
籍を）何が何でも一つのものに
してしまおうということではな
くて、御当人の意思をも尊重し
ながら、なるべく国籍唯一の原
則が全うできるような具体的な
方策を選んで法案にまとめた」
旨、説明したこと。（14頁第3〜
4段）

上記審議で政府委員が、国籍法
11条1項について、外国籍を志望
取得した場合には日本国籍が形
骸化するので当然に日本国籍が
喪失すると説明したこと。（17
頁第3段）

甲13
昭和59年5月10日
参議院法務委員会会議録（抄）

写
1984年

(昭和59年)
5月23日

参議院
事務局

昭和59（1984）年国籍法改正に
際して、政府委員が、日本国籍
の恣意的剥奪は許されないとい
う見解を示していたこと。（3頁
第4段、4頁第2段）

昭和59年（1984年）の国籍法改
正のための国会審議において被
告の政府委員が、複数国籍は
「国家というものの考え方から
望ましい存在ではない」という
考えを示していたこと。（12頁
第1段）



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

甲14
法制審議会国籍法部会
第二回会議議事速記録（抄） 原本

1982年
(昭和57年)

法務大臣官
房司法法制
調査部

1982（昭和57）年1月26日、国籍
法を改正するために開催された
法制審議会国籍法部会第二回会
議で、国の担当者である田中泰
久は、兵役義務のない日本では
複数国籍が「困る」ことの「説
明がしにくい」と言い、複数国
籍は「いろいろどういう場合に
困るのかということを私どもも
考えたい」と述べたうえで、部
会参加委員と幹事等に対して、
複数国籍ではどういう場合に困
るのかを指摘してほしい旨を請
うたこと。（39〜43頁）

現憲法制定により複数国籍防止
を図る必要性も正当性もなく
なってしまったことを、遅くと
もこの頃までに国は認識してい
たこと。

甲15 意見書（東京訴訟控訴審） 写
2021年
(令和3年)
5月3日

近藤敦

憲法10条の立法裁量は、恣意的
な国籍剥奪禁止原則などの国際
慣習法、憲法の基本原理、憲法
22条2項、13条、14条1項の人権
規定、及び98条2項との体系的解
釈により、大きく制限されてい
ること。（2頁）

憲法10条に基づく国籍の立法裁
量原則は、かつての国家主権万
能の時代の無制約なものではな
く、今日、その規範内容は、恣
意的な国籍剥奪禁止原則などの
国際慣習法、憲法の基本原理、
憲法22条2項、13条、14条1項の
人権規定、及び98条2項との体系
的解釈により、大きく制限され
ていること。（2頁）

もし仮に「自由」は作為の自由
しか意味しないとの理解に立て
ば、たとえば、憲法21条1項の表
現の自由は、沈黙の自由を保障
せず、憲法20条1項の信教の自由
は、信仰を強制されない自由を
保障するものではないことにな
ること。（2～3頁）



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

同前

憲法22条2項は人権保障規定の一
つとして憲法第3章に置かれてい
るところ、「大多数」の日本国
民は、原告のように居住国の国
籍を取得しても日本の国籍の離
脱を望んでおらず、「極めて少
数」の人しか日本国籍の離脱を
望んでいないのが実態であり、
仮に憲法22条2項が「離脱する自
由」しか保障していないとすれ
ば、日本国籍の離脱を望まない
大多数の日本国民にとって、同
条項は人権保障の規定ではな
く、日本国籍剥奪という極めて
重大な人権侵害を看過し正当化
する規定に過ぎなくなるが、こ
のような結論を導く憲法解釈に
対して、「個人の尊重」を掲げ
「自由」に対して国政上「最大
の尊重」を求める憲法13条所定
の「基本的人権の尊重」の基本
原理からは、疑問である、とす
る批判があること。（3～4頁）

離脱を妨げられない自由」「国
籍を変更する自由）と②「国籍
を離脱しない自由」（「国籍離
脱を強制されない自由」「自発
的に国籍を放棄しない限り、自
由な国に国民として留まる憲法
上の権利」）が含まれており、
当初、君主主権の君主制国家
（かつての大英帝国や大日本帝
国）の臣民としての地位である
国籍を離脱して国民主権の民主
国家（米国など）の主権者たる
市民の地位である国籍を取得す
ることが問題とされた時代には
①の「国籍変更の自由」の側面
がクローズアップされたが、国
民主権の民主国家の国民にとっ
ては、②の自己の意思に反して
「国籍を離脱しない自由」の側
面こそが、人権としての「国籍
離脱の自由」の規範内容として
は重要であること。（5頁）

近藤敦
2021年

(令和3年)
5月3日

写意見書（東京訴訟控訴審）



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

同前 意見書（東京訴訟控訴審） 写
2021年

(令和3年)
5月3日

近藤敦

憲法22条2項の「国籍離脱の自
由」も、国籍を離脱する自由と
しての「国籍変更の自由」に限
らず、今日、国籍を離脱しない
自由としての「自発的に国籍を
放棄しない限り、自由な国に国
民として留まる憲法上の権利」
を保障するものと解釈する必要
があること。かつて「ひとたび
臣民となった者は永久に臣民で
ある」との永久忠誠が問題で
あった君主主権の時代には、国
籍変更の自由が重要な意味を
持っていたが、国民主権下の民
主国家では国籍変更の自由は、
もはや自明のことであり、しか
も、諸外国の憲法と比べても、
珍しく、あえて日本国憲法が明
文で「国籍離脱の自由」を掲げ
ている以上、その内容を国籍変
更の自由の意味にとどまると解
すべきではないこと。（5頁）

国民主権原理に即して考えたと
き憲法22条2項は「自発的に国籍
を放棄しない限り、自由な国に
国民として留まる憲法上の権
利」を保障するものであるとと
らえるべきであり、また、同権
利の制約は憲法13条の幸福追求
権の制約として必要最小限でな
ければならないから、日本国籍
を剥奪することは、やむにやま
れぬ政府利益を達成するために
必要不可欠な場合でなければ許
されず、特別に国家の安全や国
籍を脅かす事例を除き、一般
に、通常の帰化などにより外国
の国籍を取得しただけで日本国
民の日本国籍を剥奪する場合に
やむにやまれぬ政府利益がある
とはいえないこと。（6頁）



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

同前 意見書（東京訴訟控訴審） 写
2021年

(令和3年)
5月3日

近藤敦

「国籍を離脱する自由」「国籍
変更の自由」は、君主主権原理
に対応した主要な規範内容であ
り、「国籍を離脱しない自由」
が、国民主権原理に即した国籍
離脱の自由の主要な規範内容で
あること。国籍離脱の自由のこ
のような両義的な内容が国民主
権下の憲法13条の「生命、自由
及び幸福追求」の権利にとって
は不可欠であること。この不可
欠性は、憲法22条2項の淵源であ
る米国の1868年7月27日の法律1
条で宣言されていること。日本
国籍を離脱しない「自由」の制
約は、自由及び幸福追求に対す
る国民の権利は立法その他の国
政上最大の尊重を必要とすると
されている以上、必要最小限の
ものでなければならず、「やむ
にやまれぬ政府利益を達成する
ために必要不可欠な場合でなけ
れば許されない」と解すべきこ
と。（5～6頁））。

自国民が外国国籍取得した場合
に原国籍を失わない制度を有す
る国が2020年には世界の76％に
達したこと。（6～7頁）

複数国籍による外交保護権の衝
突のおそれについては、これを
解決するための国際慣習法上の
ルールが存在しており、被告は
当該ルールを遵守する憲法上の
義務を負うこと。（7頁）

兵役義務の衝突は、徴兵制度が
禁止されている現憲法下では生
じ得ないこと。（８頁）

重婚の発生は、複数国籍とは無
関係であること。（7～8頁）



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

近藤敦

複数国籍を肯定する大多数の国
では、複数国籍は、国の安定を
促進し、個人の社会参加の可能
性を広げ、「公共の福祉」にか
なうものだとされている。ま
た、複数国籍は、平和主義、民
主主義、人権擁護などを促進す
る手段として歓迎され、国の安
定、移住者の統合、移住者の安
定した将来計画、移住者の複合
的なアイデンティティへの対応
に役立つとされている。平和主
義、民主主義（国民主権）、人
権擁護は、まさに日本国憲法の
基本原理であり、複数国籍の肯
定は憲法の基本原理上の要請で
あるといえる。一方、複数国籍
を認める国に住む日本国民が、
居住国の国籍を取得しつつ日本
国籍を保持することに、実は何
の問題もないこと。（7～9頁）

血統主義を採用し複数国籍に消
極的だったスウェーデンが2001
年に複数国籍を全面的に認める
国籍法改正を行った背景には、
兵役義務の衝突や外交保護権の
衝突といった国家の不利益と従
来考えられてきた複数国籍の問
題は、実際には非常に限られた
ものであり、人の国際移動や国
際結婚の増大により複数国籍者
が増大する中、現実にはほとん
ど何も問題にならないことが明
らかになったとの認識があった
こと。（8～9頁）

今や、「複数国籍の弊害の議論
よりも、複数国籍の有益性の議
論の方がはるかに優越してい
る」のが世界の現実であるこ
と。（9頁）

平和主義、民主主義（国民主
権）、人権擁護は、日本国憲法
の基本原理であり、複数国籍の
容認・肯定は憲法の基本原理上
の要請であるといえること。（7
～9頁）

意見書（東京訴訟控訴審） 写
2021年

(令和3年)
5月3日

同前



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

同前 意見書（東京訴訟控訴審） 写
2021年

(令和3年)
5月3日

近藤敦

通説が、世界人権宣言15条2項
（「何人も、ほしいままにその
国籍を奪われ、又はその国籍を
変更する権利を否認されること
はない。」）の後段が「国籍を
変更する権利」について定めて
いることを解釈指針として、憲
法22条2項は無国籍となる自由を
保障するものではないとするの
と同様に、世界人権宣言15条2項
の前段が「何人も、ほしいまま
にその国籍を奪われ……ない」
としていることを解釈指針とし
て、憲法22条2項は日本国籍の専
断的（恣意的）剥奪を禁止する
と解せること。（11頁）

甲16
国籍単一の原則に対する
疑問

写
昭和59年
(1984年)

芹田健太郎

昭和59年（1984年）の国籍法改
正当時、「国籍唯一の原則」を
固守することの合理性、必要性
に対する疑問が国際法の第一人
者から提示されていたこと。

甲17
逐条国籍法
―課題の解明と条文の解説―
（抄）

写
2021年
(令和3年)
4月6日

木棚照一

国際法上、いかなる国も、自国
の「対人主権の範囲を画するも
の」として自国の国籍の得喪に
関する定めを設けることはでき
ても、他国の「対人主権の範囲
を画するもの」である他国の国
籍の得喪に関する定めを設ける
ことはできないとされており、
これを国籍立法に関する「主権
尊重の原則」あるいは「国内管
轄の原則」ということ。（31～
33頁））

学説が、国籍単一の原則は、国
籍立法上の理念ではあるもの
の、実際には「どこまでも、国
籍立法上の理想の一つ」に過ぎ
ず、でき得る限り、無国籍およ
び重国籍を防止すべきであると
するものに過ぎず、この原則を
徹底させることは不可能である
と解説していること。（34～36
頁））。



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

国籍法11条1項の前身である明治
国籍法20条について、「一国に
不忠不義なる者に科する人為的
制裁を意味」する（三輪富十・
岩崎勝三郎『国籍法注釈』（榊
原文盛堂・小林仙鶴堂、1899
（明治32）年）とする解説がな
されていたこと。（546頁）

自己の志望によって外国国籍を
取得するからといって、当然に
本人が従来の国籍を放棄する意
思を有しているとするのは一つ
の擬制に過ぎず、実際には従来
の国籍を放棄する意思を有して
いない場合もあり得るのであ
り、比較法的に見ても、日本の
国籍法のように志望による外国
国籍を取得を無条件に自動的国
籍喪失原因とする国のほか、自
国外に住所を有することやその
外国に住所を有することを条件
として国籍喪失原因とする国、
志望による外国国籍取得を当然
に国籍喪失原因とせずに、別に
国籍離脱の意思表示をすること
によって国籍喪失の効果が生じ
るとする国、志望による外国国
籍の取得の場合であっても国家
の許可を得なければ国籍喪失の
効果が生じないとする国がある
こと。（547頁）

「国籍法11条1項による日本国籍
の喪失は、本人が従来有してい
た国籍を離脱する意思を有しな
いときでも生じるので、むしろ
志望による外国国籍の取得に
よって自動的に生じる効果とみ
るべきであるから、個人の意思
による国籍の喪失と区別すべき
であること。（547頁）

同前
逐条国籍法
―課題の解明と条文の解説―
（抄）

写
2021年

(令和3年)
4月6日

木棚照一



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

写
2021年

(令和3年)
4月6日

木棚照一

国籍が各国の主権事項とされて
いる点からみれば、一つの国の
国内法のみによって国籍単一の
理想を実現することはそもそも
無理であると解されること。あ
る人が外国に帰化し、又は外国
の国籍を選択したことによりそ
の国の国籍を喪失すると規定し
たとしても、そのような外国の
国籍に関する正確な情報を得る
ことは、帰化について相互通報
合意が極めて少数の国との間で
しか実現できないこと。そのた
め、国家が他の外国にある者が
その国の国籍を持つかどうかを
調査し、正確に複数国籍者を把
握することは原則的にはでき
ず、結局、本人が正確にその事
実を認めるかどうかに依存せざ
るを得ないこと。現在の民主主
義的な諸国における国籍を自由
で平等な人々の社会契約に基づ
く法律関係として捉える立場か
らみると、偶然見つかった複数
国籍者のみに国籍喪失届を強要
することは、正義に反する不公
正な行為ということになり、こ
れを許す国籍法11条1項は憲法14
条の法の下の平等、憲法13条の
幸福追求権等の憲法上の人権条
項に反する疑いがあり、かつて
は多くの国で採られていた同条
項のような規定を採る国が減少
しているのはこのことに関連す
ると考えられること。（550～
551頁）

国籍法11条1項の立法目的として
国籍変更の自由をもはや持ち出
すべきではないと解されること
（556頁）。

同前
逐条国籍法
―課題の解明と条文の解説―
（抄）



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

逐条国籍法
―課題の解明と条文の解説―
（抄）

同前

国籍法11条1項は外国籍を取得し
た日本国民の間に実質的公平に
反する現象を広く生じさせざる
を得ない規定であり、1997(平成
9)年頃には、毎年3 万人程度の
複数国籍の可能性を持つ人が生
じており、すでに指摘した複数
国籍の申請をめぐる実質的不衡
平の弊害が顕著になっていたこ
と（556〜558頁）。

「国籍変更の自由の保障」につ
いては、明治国籍法の時代と異
なり国籍離脱の制度が国籍法１
３条に別に定められているか
ら、国籍法１１条１項の立法理
由として国籍変更の自由を持ち
出すのは不適切であること。
（556頁）

新たに複数国籍となった者が
1992（平成4）年には年間2万人
を超え、1998（平成10）年には
年間3万人をかなり超え、2007
（平成19）年には年間で3万8000
人に達し、平成になってからの
30年間だけで合計90万人以上の
日本国民が複数国籍となったと
する推計が研究者によってなさ
れていること。（556頁）

国籍法11条1項の違憲性は、国連
難民高等弁務官事務所（の「無
国籍に関する第５ガイドライ
ン」中の「専断的（恣意的）な
国籍剥奪」を防止するためのガ
イドライン（2020年5月）に則っ
て検討されるべきこと（556〜
557頁）。

1982（昭和57）年から2019（令
和元）年までの、外国の国籍を
志望取得したことで日本国籍を
喪失したという届出または報告
のあった国籍喪失者及び、国籍
選択（国籍法14条）を行った者
を含む国籍離脱者の人数の推
移。（865～866頁）

木棚照一
2021年

(令和3年)
4月6日

写



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

甲18
いわゆる「国籍唯一の原則」は
存在するか

写
1986年

(昭和61年)
3月

永田誠

「国籍唯一の原則」なるものは
存在しないし、存在し得るはず
がないこと。

被告は、「国籍唯一の原則」が
存在しないことを詳細に論証し
た意見書を、昭和58年（1983
年）5月14日に永田から提出され
ていたこと（94〔583〕頁）。

重国籍による弊害とされてきた
ことが本論文の発表までに現実
問題化した事例はないこと。

甲19 国籍法 初版（抄） 写
1973年

(昭和48年)
7月20日

江川英文他

江川・国籍法の初版では、国籍
法8条（現11条１項）に関して、
「自己の志望によって外国籍を
取得するということは、その反
面、当然に従来の国籍を抛棄す
る暗黙の意思があると認めるべ
きであるからである」と説明さ
れていたこと。（59頁）

甲20 国籍法 新版（抄） 写
1989年

(平成元年)
4月30日

江川英文他

平成元（1989年）に発行された
江川・国籍法の新版では、国籍
法11条１項に関して、「厳格に
いえば、個人の意思に基づく国
籍の喪失でないことはいうまで
もない」と述べ、以前の説明
（甲15）を改めたこと。（120
頁）

甲21 逐条註解国籍法（抄） 写
2003年

(平成15年)
10月30日

木棚照一

国籍法11条1項が本人に国籍離脱
の意思がないにもかかわらず日
本国籍を喪失させる根拠は、本
人の離脱意思にあるのではな
く、端的に複数国籍防止のため
であると解されること。（338～
340頁）



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

甲22-2
添付集計表

国籍法11条1項適用者
写

2019年
(令和元年)
10月4日

武田里子
甲18のウェブアンケートに回答
した497名中、国籍法11条1項の
適用対象者52名の回答内容。

甲22-3
添付集計表

外国籍取得予定者
写

令和元年
(2019年)
10月4日

武田里子

甲18のウェブアンケートに回答
した497名中、外国籍取得希望と
回答した271名の回答内容。

日本国籍をアイデンティティで
あると回答した者が多数あった
こと。

原告ら弁護団が2019年5月から6
月にかけて実施したウェブアン
ケートの回答内容。

国籍法11条1項が、日本国民に苦
渋の選択を強いるとともに、日
本社会にとっても不利益をもた
らしており、同条項が違憲無効
となれば、個人及び日本社会に
とっても大きなメリットがある
こと（介護の負担、相続問題、
社会保障の受益、家族離散の防
止などについて、「６．まと
め」）。（16～17頁）

居住国の国籍を取得できないた
めに実に様々な生活上の支障を
甘受せざるを得ないという現実
があること。

多くの海外在住の日本国民が、
その居住国でよりよい人生を送
るために国籍を取得したい、国
籍がないために被る不利益を回
避したい、と願う一方で、国籍
を通じて日本との繋がりを保っ
ていたいとも切望し、そのため
に日本国籍を捨てて居住国に帰
化することを躊躇しているこ
と。

甲22-1
国籍法11条1項違憲訴訟
海外居住日本人の国籍に関する
報告書

写
2019年

(令和元年)
10月4日

武田里子



号証
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作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

甲23 「国籍を離脱する自由」雑感 写
1994年

（平成６年)
５月

奥平康弘

憲法学者の奥平康弘が、「ぼく
には、国籍というものを単に便
宜的なものと受け止めたくない
思いがある。生まれたときから
ぼくのなかに埋め込まれていた
国籍は、まことに冷たい制度で
あって反逆したくもなるが、疑
いもなく自分のアイデンティ
ティの一部（ビロンギング）を
構成している。こういうものと
して、冷たい制度でありなが
ら、よきにつけ悪しきにつけ、
心情的なるものが底辺を流れて
いる。ときとところで衣の如く
着替えるということは、ぼくに
はできそうにない。」と述べ、
生来の日本国籍が自分にとって
のアイデンティティの一部に
なっていることを極めて率直に
記していること。（8頁）

甲24
註釈日本国憲法（上巻）
（抄）

写

1984年
(昭和59年)
3月30日

樋口陽一、
佐藤幸治他

憲法前文第１項の掲げる国民の
信託による国政の思想は、「そ
の権威は国民に由来し」として
統治の正当性根拠は国民に由来
し、所在を指し、「その権力は
国民の代表者がこれを行使し」
として、より具体的に、国民が
政治決定に参加すべきことの要
請までを含み、「その福利は国
民がこれを享受する」として、
統治の目的が国民の福利にある
とするものであること。その思
想の源流にはロックらの社会契
約論があること。（26～27頁）

国籍自由の原則とは、国籍の得
喪は個人の自由意思によるべき
ものであるという要請であり、
「わが国の場合、日本国憲法の
よって立つ国際協和の精神から
いって、できるだけかかる理想
を具現するような国籍法制が定
立されることが要請されてい
る」こと。（210～211頁）



号証
作成
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作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

甲25

民法修正案理由書
附 法例修正案 國籍法案
不動産登記法案 各理由書
（抄）

写
明治31年
(1898年)

明治32年国籍法第20条（「自己
ノ志望ニ依リテ外國ノ國籍ヲ取
得シタル者ハ日本ノ國籍ヲ失
フ」）の提案理由が、「自己ノ
意思ヲ以テ日本ヲ離レテ外國ノ
國籍ニ入ル者ハ強ヒテ之ヲ日本
人ト為シ置クモ毫モ日本ニ益ナ
キノミナラス國籍ノ積極的衝突
ヲ生スル弊害アリ」とされてい
たこと（66～67頁）。

實方正雄

昭和13（1938）年には明治国籍
法20条の説明として「国籍自由
の原則」とか「国籍非強制の原
則」として国籍変更の自由を挙
げる見解が現れていたこと。
「国籍自由の原則」またｈ「国
籍非強制の原則」の内容とし
て、国籍変更の強制や国籍の強
制的付与が許されないと考えら
れていたこと。（3～6頁）

複数国籍の防止よりも「我が国
特有の家族制」が優先されてい
たこと。（7頁）

同文献はまた、「日本人が其の
志望によりて外國の國籍を取得
した以上、既に日本人たること
を欲しない」のであるから「日
本人として強制し置くことは適
當ではなく」としたうえで、
「此の場合の日本國籍喪失は外
國國籍取得の反射的効果であっ
て、直接日本國籍の離脱乃至抛
棄に向けられた意思行為の法律
効果ではない。だから、厳格に
言へば、『意思行為に基づく法
律効果としての國籍喪失』と言
ふ項中に國籍離脱（國籍二〇條
ノ二、二〇條ノ三）と一括して
之を説明することは或は適當で
ないかも知れないが、制度の精
神上かる取扱も必ずしも不當で
はあるまい」と説明していたこ
と。（56頁以下）

甲26 國籍法（抄） 写
1938年

(昭和13年)
3月1日



号証
作成
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作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

甲27 法典調査会速記録（抄） 写
1939年

(昭和14年)
12月

明治31年（1898年）の国籍法典
調査会で、法案作成者も重国籍
発生の防止などできないと認識
しており、法案を説明した梅謙
次郎が「復國籍又ハ無國籍ト云
フコトハ全ク避ケルコトハ出来
ナイ全ク避ケルコトニ為レハ日
本ノ法律カ外國ノ法律ノ奴隷ニ
為ラナケレハナラヌ」（42頁）
などと述べたこと。

同調査会において、古賀廉造委
員が「之ハ私カ想像スルノテナ
イ外國ニ於テモ此重國籍ノ最モ
憂フヘキコトハ徴兵令テアリマ
ス」（93頁）と発言したこと。

甲28
昭和25年4月19日
参議院法務委員会会議録（抄）

写
1950年

(昭和25年)
5月11日

参議院
事務局

明治国籍法を廃して国籍法を新
たに制定する目的が、主として
憲法及び民法の改正に伴って、
憲法や民法の明文あるいは精神
と合致しない点をあらためてい
くことにあったこと（7頁第4段
政府委員の発言）。

現国籍法案の国会の議論におい
て政府委員は、法案第8条（現11
条1項）について単にその要件と
効果を述べるのみで、同条項案
と憲法との関係を検討した形跡
すらうかがえないこと。憲法22
条2項は他国の国籍を持っている
者に対して自国の国籍を強制し
ないという国籍法上の原則（国
籍不強制の原則）を定めたもの
であること（8頁第2段から第3段
にかけての政府委員の発言）。

甲29
昭和25年4月4日
衆議院法務委員会議事録（抄）

写
1950年

(昭和25年)
4月27日

衆議院
事務局

現行国籍法制定時の衆議院にお
ける法案説明において、政府委
員が従前の国籍法と異なる点の
概要を説明した際、新法8条（現
行11条1項）に関する言及はな
く、説明の終了時に「以上説明
しました諸点を除きましては、
この法案は、現行法の規定の趣
旨を踏襲いたしております。」
と説明がされたこと。（10頁第3
〜第5段）



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

甲30
昭和25年4月4日
参議院法務委員会議事録（抄）

写
1950年

(昭和25年)
4月21日

参議院
事務局

現行国籍法制定時の参議院にお
ける法案説明において、政府委
員が従前の国籍法と異なる点の
概要を説明した際、新法8条（現
行11条1項）に関する言及はな
く、説明の終了時に「以上説明
しました諸点を除きましては、
この法案は、現行法の規定の趣
旨を踏襲いたしております。」
と説明がされたこと。（9頁第1
〜第3段）

甲31
昭和25年4月10日
衆議院法務委員会議事録

写
1950年

(昭和25年)
5月3日

衆議院
事務局

現行国籍法制定時の国会におけ
る審議の内容。新法8条（現行11
条1項）に関する言及がないこ
と。

甲32
昭和25年4月12日
衆議院法務委員会議事録

写
1950年

(昭和25年)
5月4日

衆議院
事務局

現行国籍法制定時の国会におけ
る審議の内容。新法8条（現行11
条1項）に関する言及がないこ
と。

甲33
昭和25年4月21日
参議院法務委員会議事録

写
1950年

(昭和25年)
5月13日

参議院
事務局

現行国籍法制定時の国会におけ
る審議の内容。新法8条（現行11
条1項）に関する言及がないこ
と。

甲34
昭和25年4月24日
参議院法務委員会議事録

写
1950年

(昭和25年)
5月9日

参議院
事務局

現行国籍法制定時の国会におけ
る審議の内容。新法8条（現行11
条1項）による複数国籍防止につ
いて答弁がなされているが（1頁
第3段落）、同条項と「国籍変更
の自由の保障」の関係は論じら
れなかったこと。新法8条（現行
11条1項）に関する言及はほとん
どなかったこと。

甲35 国籍法逐条解説（抄） 写
1974年

(昭和49年)
4月20日

田代有嗣

日本国民が外国に帰化しようと
する際に、当該外国の帰化制度
が帰化によって日本国籍を離脱
することを求めている場合に、
国籍法8条（現行11条1項）に
よってその者の当該外国への帰
化がはじめて実現する、とし
て、同条項の「国籍変更の自由
の保障」という効用について解
説する文献が、1974年に発行さ
れたこと。（510〜511頁）
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標目
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甲36 韓国国籍法 写

韓国の国籍法10条は、韓国国籍
を帰化手続により取得した者に
対して、帰化後一定期間内の原
国籍離脱または韓国国内での外
国の国籍の不行使を求めている
こと。

甲37 新國籍法論（抄） 写
1936年

(昭和11年)
7月1日

兒玉政介

1936（昭和11）年に世界の国籍
法制を調査した兒玉政介は「各
国の立法例に於ては必ずしも之
（原告代理人註：自国への帰化
と同時に旧国籍を喪失すべきこ
と）を一要件として居らぬ」と
分析し、同書で分析された34か
国中、自国への帰化と同時に旧
国籍を喪失すべきとする法律を
有していた国はルーマニアのみ
であったこと。（313～314頁）

甲38 国籍法 下巻（抄） 写
1950年

(昭和25年)
平賀健太

1950（昭和25）年に平賀健太
（法務府民事局第二課長、法務
府民事法務長官総務室主幹）が
著した国籍法の解説書では、志
望による国籍取得の条件を例示
するために挙げられた７カ国
（原告が国籍を取得した米国を
含む。）の中で原国籍放棄を条
件とする唯一の国がチリであっ
たが、それも「公証人の前で原
国籍を放棄すること」を条件と
するのみで、原国籍放棄がなさ
れるべき時期は不明であったこ
と（286〜292頁）。

同書では、国籍法11条１項の日
本国籍喪失にかかる意思の内容
について、「志望によって外国
の国籍を取得する場合には、そ
の反面において当然に従来の国
籍を放棄する意思があるとみる
べきであるから、これまた志望
による国籍の喪失と呼ぶもさし
つかえない」として、本人の意
思に基づく日本国籍喪失である
と説明されていたこと（358
頁）。
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甲39
民事月報39巻6号
「国籍法の一部を改正する法律
の概要」(抄）

写
1984年

(昭和59年)
9月30日

法務省民事
局第五課長
細川 清

昭和59年に新設された国籍法11
条2項の立法趣旨は、「（国籍法
14条の）国籍選択制度と類似の
制度を有する外国において、当
該外国及び日本の国籍を有する
者が、当該外国の法令に従い、
当該外国の国籍を維持確保し、
日本国籍を不要とする旨の意思
を明らかにしたときは、その時
に日本国籍を当然喪失すること
にある。」というものであり、
同条項による日本国籍の喪失は
本人の意思に依拠するものとい
えること。（34～35頁）

甲41
平成21年5月12日
衆議院法務委員会議録

写
2009年

(平成21年)
５月21日

衆議院
事務局

これまでに重国籍による弊害が
現実化して対処を迫られるよう
な事例がなく、被告も重国籍防
止を徹底しようとはしていない
旨の説明が政府委員からなされ
たこと。（６頁2段から3段の政
府委員答弁）

2004（平成16年）当時の被告に
よれば、1985（昭和60）年当時
は年間1万人程度の複数国籍者が
生じていたが、1992（平成4）年
頃には２万人程度、2002（平成
14）年には約3万3000人を超える
複数国籍者が生じたと考えられ
ること。（9頁第2段、第4段）

国会において政府委員が、古い
時代のことは知らないし、最近
も「具体的に重国籍で何らかの
問題が生じたという事例は把握
しておりません」と答弁したこ
と。（9頁第4段）

昭和59年改正において選択催告
制度が新設されて以降、本条に
よる選択催告が行われた例はな
いことの理由について、国会答
弁において政府委員が、「国籍
を喪失するということは、その
人にとって非常に大きな意味が
ありますし、家族関係等にも大
きな影響を及ぼすというような
ことから、これは相当慎重に行
うべき事柄であろう」と説明し
たこと。（10頁最下段）

甲40
平成16年6月2日
衆議院法務委員会議録

写
2004年

(平成16年)
6月21日

衆議院
事務局
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標目
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甲42

１ 国籍法抵触条約（翻訳）
２ 二重国籍の場合における軍
事的義務に関する議定書（翻
訳）

写
2018年

(平成30年)
3月15日

岩沢雄司

国籍法抵触条約（国籍法の抵触
に関連するある種の問題に関す
る条約）及び二重国籍の場合に
おける軍事的義務に関する議定
書の内容と批准状況。

甲43
わが国が未批准の国際条約一覧
―2013年1月現在

写
2013年

(平成25年)
3月

国立国会図
書館
調査及び立
法考査局
議会官庁資
料課

無国籍及び複数国籍をなくすこ
とを理想とし、国籍に関する一
般的原則を定義する国籍法抵触
条約について、被告が未批准で
ある理由として、同条約第４条
（重国籍と外交的保護の関係）
が挙げられており、被告には外
交保護権の衝突を避ける必要を
重視していないと考えられるこ
と。

甲44-１
International standards on
nationality law: texts, cases
and materials（抄）

写
2015年

(平成27年)

Gerard-Rene
de Groot
and Olivier
Willem Vonk

国籍法抵触条約の第１章に示さ
れる諸原則は国際慣習法になっ
たこと。（87頁）

同条約では二重国籍の発生を防
ぐための具体的努力はほとんど
なされなかったこと。(87頁）

甲44-2 甲44-1の日本語訳 写
原告代理人
仲 晃生

同上。

甲45

註釈日本国憲法（２）
国民の権利及び義務（１）
§10～24
（抄）(40頁乃至50頁、63頁乃至
87頁、139頁乃至160頁、259頁）

写
2017年

(平成29年)
1月30日

長谷部恭男
編
土井真一他

近年の憲法の注釈書では、「国
籍の保持が当該国家によって自
己の権利・利益を保障される前
提条件となっていることを考え
れば、合衆国判例の立場（原告
代理人註：連邦議会は合衆国市
民権を本人の意思に反して奪う
ことができないとしたAfroyim
v. Rusk 387 U.S.253,267(1967)
の立場。）を原則とすべきであ
ろう。」として、本人の意思に
反して国籍を奪うことは原則と
してできないと解説されている
こと。（40〜50頁）
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「個人の尊重」原理が、立憲主
義及び基本的人権保障の基盤で
あり、「我が国の基本的価値」
であり、「憲法の根本原則とし
てすべての法秩序に対して妥当
する客観的規範」であること。
（64～65頁、83頁）

憲法13条後段の「公共の福祉」
もまた「個人の尊重」原理に反
する内容のものであってはなら
ず、「個人の尊重」原理に反す
る「個人の尊重」原理に反する
国家権力行使の目的は「公共の
福祉」として正当化され得ない
こと。（64～65頁、146頁）

「個人の尊重」原理にいう個人
の「尊厳」とは、交換可能な手
段的有用性を示す「価格」とは
異なり、固有の存在意義・目的
を有する存在者の価値的属性を
示すものであること。（69頁）

「個人の尊重」の理念によれ
ば、国家は、国民を専らその権
力的支配に従属する客体として
のみ取り扱ってはならず、一人
ひとりの国民が固有の存在意
義・目的を有し、それに基づい
て独自に活動する自由を保持す
ること、及び自己の存在に対し
て配慮を求める資格を有するこ
とを承認しなければならないこ
と。国民が国家との関係におい
て人格であるとは、その理念に
おいて、各国民が、その生活領
域全般にわたって、国家の意思
に包括的かつ無条件に隸属する
存在ではないことを意味するこ
と。（69〜70頁）

長谷部恭男
編
土井真一他

2017年
(平成29年)
1月30日

写

註釈日本国憲法（２）
国民の権利及び義務（１）
§10～24
（抄）(40頁乃至50頁、63頁乃至
87頁、139頁乃至160頁、259頁）

同前
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同前

註釈日本国憲法（２）
国民の権利及び義務（１）
§10～24
（抄）(40頁乃至50頁、63頁乃至
87頁、139頁乃至160頁、259頁）

写
2017年

(平成29年)
1月30日

長谷部恭男
編
土井真一他

各人を固有の存在意義・目的を
有する個人として尊重すると
は、各人の存在の唯一性および
代替不能性を承認したうえで、
各人の存在意義および生きる目
的を最大限尊重し、その実現の
ために活動する自由を認めるこ
とを意味すること。そしてそれ
は、各人の個性とその自由な発
展を重んずることにつながると
いうこと。（70～74頁）

日本国憲法が徴兵制を禁じてお
り、被告も徴兵制を違憲として
いること（259頁）。

昭和59年（1984年）の国籍法改
正のための国会審議で政府委員
が、「国籍唯一の原則」が「世
界における国籍を考える場合の
一つの重要な原則とされてい
る」として、同原則は「非常に
重要な準拠すべき原則である」
と考えている旨説明したこと（3
頁第3段）。

同審議で政府委員が、年間一万
二千人程度の複数国籍者が生じ
るのではないかとの見通しを説
明したこと（5頁第１段）。

同審議で政府委員が、複数国籍
のメリットを問われて「税金そ
の他の関係につきましてはそれ
ぞれ大体所得の生じたところで
課税されるということでござい
ますので、それほど差異はなか
ろうかと思います」と答弁した
こと（12頁第4段）。

同審議で政府委員が、外国での
帰化を日本側で完全に把握する
ことができないため、どの程度
の数があるかわからない旨答弁
したこと（15頁第2段）。

同審議において被告が、重国籍
の発生防止を前提としない他国
の制度の存在を認識していたこ
と（25頁第2段から第3段の野党
委員と政府委員の質疑応答）。

甲46
昭和59年4月３日
衆議院法務委員会議録（抄）

写
1984年

(昭和59年)
4月12日

衆議院
事務局
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甲47
出入国管理及び難民認定法
逐条解説 改訂第４版（抄）

写

2012年
（平成24

年）
10月1日

坂中英徳他

出入国管理及び難民認定法にお
ける「出入国の管理」の具体的
な意味内容、特に外国人の出入
国の「公正な管理」及び日本国
民の出入国の管理の各意味内容
に関する解説。

甲48
平成18年3月16日
参議院法務委員会会議録（抄）

写
2006年

(平成18年)
3月30日

参議院
事務局

参議院法務委員会で河野太郎法
務副大臣（当時）が、「二重国
籍の方が外国のパスポートで日
本に入ってこられて日本でパス
ポートを取って出国すると不法
残留に数字上は載ってしまいま
す。これは別に実害があるわけ
ではありません」と説明したこ
と。（10頁2段目、後ろから2つ
めの段落）

甲49 意見書（東京訴訟第１審）
写

2019年
(令和元年)
9月24日

近藤敦

日本国籍離脱の自由（憲法22条2
項）は、本人が無国籍になる場
合には認められないこと。（8
頁）

出生時に日本国籍を取得した生
来の日本国民からその意に反し
て日本国籍を剥奪する日本政府
の行為は、憲法１３条を根拠と
する「基幹的な自己人生創造希
求権」自体の剥奪・制約に相当
し得ること。（9頁）
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同前 意見書（東京訴訟第１審）
写

2019年
(令和元年)
9月24日

近藤敦

「国籍を離脱しない自由」は、
憲法２２条２項だけではなく憲
法１３条によっても保障される
重要で根源的な自由であり、憲
法２２条２項は、「すべて国民
は、個人として尊重される。生
命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については、公共の
福祉に反しない限り、立法その
他の国政の上で、最大の尊重を
必要とする」と定める憲法１３
条と結びついて、「個人の意思
に反して国籍の離脱を強制され
ない自由」すなわち「日本国籍
を離脱しない自由」を保障して
いるというべきであること。
（10頁）

我が国においても日本国籍を剥
奪することはやまにやまれぬ政
府利益を達成するために必要不
可欠な場合でなければ許され
ず、外国の国籍を志望取得した
だけでは、日本国民の国籍を剥
奪するためのやまにやまれぬ政
府利益があるとはいえないこ
と。（10頁）

1997年に採択されたヨーロッパ
国籍条約15条が、複数国籍に関
して中立の立場を表明し、加盟
国が自由に決定できることとし
たこと。（12頁）

憲法22条2項が由来する米国で、
市民には「自発的に市民権を放
棄しない限り、自由な国に市民
として留まる憲法上の権利」が
認められ、米国市民権を放棄す
る自発的な意思の存在が証明さ
れない限り米国市民権が喪失さ
せられることはない旨が法定さ
れたこと。（14頁）
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同前 意見書（東京訴訟第１審）
写

2019年
(令和元年)
9月24日

近藤敦

ヴァンス対テラザス事件におけ
る米国連邦最高裁の判断は、6年
後の1986年移民法に反映され、
さらに米国国務省は、1990年に
外国への帰化＝国籍離脱の意思
表明という前提を撤回し、1995
年には、二重国籍の承認を宣言
するに至ったこと。（14頁）

平和主義・民主主義・人権擁護
を促進する手段として複数国籍
の増大を歓迎する見解が増えて
いること。複数国籍の肯定は本
人にとってプラスであり国家に
とっても肯定的な要素を持つこ
とが承認されてきたこと。（12
頁,14～20頁）

国外に移住した人の複合的なア
イデンティティへの対応にとっ
て望ましいとの観点から複数国
籍を肯定する国際的な議論がな
されていること。（20頁）

1970年代以降、外国籍を志望取
得した場合に原国籍を喪失させ
る制度を諸外国が次々に廃止
し、廃止した国が世界の75％に
達していること。（11〜18頁）
廃止の理由として、複数国籍
は、移民が社会的に排除されて
いる問題を解消し、統合を実現
する上で有益であるとの見方が
強まったこと（14頁）や、「多
くの住民が外国人のままで居住
している国は、安定を欠き、民
主主義の機能不全が問題となり
うる。」（20頁）ことがあるこ
と。

複数国籍が「公共の福祉」（憲
法13条）に反するという明確な
根拠はないこと。（21頁））。
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甲50
重国籍
―我が国の法制と各国の動向

写
2003年

(平成15年)
11月

国立国会図
書館立法調
査局行政法
務課
岡村美保子

2003年、国立国会図書館立法調
査局発行の「レファレンス」に
おいて、「国籍唯一の原則」が
絶対的な理想とはされていない
状況にあること。国籍法を改正
すべき時期が来ているのではな
いかと、問題提起がなされたこ
と（63頁）。

156回国会で重国籍認容を求める
請願がなされたこと（57頁脚注
（2）（3））。

国籍選択の催告が行われたこと
がない旨を平成15年2月27日参議
院法務委員会で法務省民事局長
が答弁したこと（58頁脚注
（7））。

甲52
国立国会図書館サーチ
選択制度、与党見直し検討へ 重
国籍者46万人超に

写
2021年
3月

国立国会図
書館

2007年1月、複数国籍医者が46万
人を超えたとの報道があったこ
と。

重国籍と国籍唯一の原則
～欧州の対応と我が国の状況

写
2009年

(平成21年)
8月

参議院第三
特別調査室
大山尚

本論文が執筆された当時までに
重国籍による弊害とされてきた
ことが現実問題化した事例はな
いこと（113頁2行目以下）。

170回国会の平成20年11月27日参
議院法務委員会で法務省が、国
籍選択の催告が行われたことが
ない旨、答弁したこと（116頁脚
注（45））。

171回国会で、参議院に重国籍の
請願を求める請願が提出された
こと（117頁）。

平成21年（2009年）には、参議
院第三特別調査室から、「例え
ば、国内においては、現行の国
籍法がとっている国籍選択制度
等による重国籍防止策を維持す
るが、主に国外に生活の拠点を
有する者については、日本と居
住国の重国籍を許容するといっ
たような対応も考えられる」と
の提案がなされたこと（118
頁）。

甲51



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

スイスの国籍法では外国国籍の
任意取得によってスイス国籍を
喪失しないとされてきたこと。
スイスへの帰化の際の原国籍離
脱義務は1990年改正で廃止され
たこと、及びその際の議論の内
容。（3頁、14～17頁）

スイスで上記義務の廃止論の根
拠の一つに挙げられていたスト
ラスブール条約の改正作業で
は、移民とその子にとって、新
たな国籍取得のために原国籍か
らの離脱を要件とすることは、
居住地国の国籍を取得しようと
する意欲をそぐものとなってい
ること、ストラスブール条約の
存在にもかかわらず複数国籍者
は増加しており、複数国籍発生
の防止はごく部分的にしか達成
されていないこと、二重のアイ
デンティティーを持つことは当
然であること、移住先国に定住
する外国人でもいつの日か祖国
に帰ってそこに住む可能

性を放棄することを望まないこ
と、複数国籍から発生するとさ
れてきた問題は、実際上は、過
去にいわれていたほど深刻では
ないと考えられること、等が挙
げられていたこと。（22〜25
頁）

ストラスブール条約（「複数国
籍事例の削減と複数国籍事例に
おける兵役義務とに関する条
約」）第１条に1993年、一定の
範囲で複数国籍の発生を締約国
に認める５～７項が追加された
こと。（26〜27頁）

甲53
国籍の任意取得による
重国籍
（国際法外交雑誌93巻5号）

写
1994年

(平成6年)
12月

国友明彦



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

甲54-1
One-fifth of Swiss are dual-
national

写
2021年

(令和3年)
1月28日

Swiss.info

2010年から2019年までの10年間
で、成人（15歳）のスイス国民
の二重国籍者は70万人から100万
人近くまで増加し、成人の5人に
1人が二重国籍となっているこ
と。
2018年にスイス政府は、移民3世
の帰化要件を緩和するという二
重国籍を増加させる政策を採用
したこと。

甲54-2 甲54-1の翻訳 写
2021年
3月9日

原告代理人
仲 晃生

同上。

甲55

オーストラリアにおける二重市
民権の位相―1948年オーストラ
リア市民権法 s17削除論を中心
に」坂東雄介

写
2019年
(平成31年)
12月26日

坂東雄介

オーストラリアが、国外で自発
的な行為の結果として他国の市
民権を取得した者はオーストラ
リア市民権を喪失するという規
定を2002年に削除・廃止した経
緯と理由。

最初に同規定の改正の必要性を
勧告したオーストラリア人権委
員会の報告書（1982年）によれ
ば、自己の志望により外国籍を
取得した者からオーストラリア
国籍を剥奪する国籍自動喪失規
定は、他国に滞在中にオースト
ラリア市民権を喪失させる規定
であり、自国に戻る権利を定め
た自由権規約12条 4 項に違反す
る可能性があるなどとして、
「何人も、恣意的に国籍を剥奪
されない」として国籍への権利
を定める世界人権宣言15条2項を
援用していたこと。（227〜229
頁）



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

s 17削除の決定打となったオー
ストラリア市民権委員会の報告
書(2000年）では、「ここでの問
題は、オーストラリアが複数市
民権を認めるべきかどうか、で
はなく、他国の市民権を申請
し、取得したオーストラリア市
民がオーストラリア市民権を喪
失することを認めるべきかどう
か、である。」「他国の市民権
を求めることは、決してオース
トラリアへのコミットメントが
低下したわけではない」「（出
身国の市民権を喪失せずに他国
の市民権を取得することを容認
しているニュージーランド、大
英帝国、アイルランド、カナ
ダ、フランス、米国、イタリア
などの）国々は、単純に、国際
的に移動する人口を数多く抱
え、彼らがたとえ他国の市民権
を取得したとしても人々との結
びつきを保持することができる
ことを承認している。委員会
は、これらの国々が上記の実践
の結果として何らかの不利益を
被っているとは考えない。」
「市民権を取得しようとする国
で居住・労働することを希望す
るオーストラリア市民にとっ
て、オーストラリア市民権を失
う恐怖にさらされ続けること
は、その国でオーストラリアの
プレゼンスを拡大することにつ
いて、不必要な障害となってい
る。委員会は、この状況がオー
ストラリアにとって望ましい状
況だとは考えない。同じよう
に、オーストラリアの国益にも
適うとは思えない。」との指摘
がなされていたこと。（234〜
238頁）

Re patterson; Exparte Taylor
事件判決が、オーストラリア共
同体を構成する政体構成員資格
を剥奪する法律を制定する権限
が議会にあることを前提とした
うえで、「しかし、そのような
議会の権限は、野放しではな
い。個人と共同体の関係性に変
化があったときにのみ、その権
限は行使しうる」と判示したこ
と。（239頁）

坂東雄介
2019年
(平成31年)
12月26日

写

オーストラリアにおける二重市
民権の位相―1948年オーストラ
リア市民権法 s17削除論を中心
に」坂東雄介

同前



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

甲56

国籍をめぐる東アジア関係
―植民地期朝鮮人国籍問題の位
相―

写
2001年

(平成13年）
1月20日

水野直樹

被告が、韓国併合以降、朝鮮人
を日本国籍を持つ者と扱うこと
としながら、「独立運動の取締
りのためにあくまで朝鮮人を日
本国籍に縛っておくため」に、
複数国籍を容認する政策をとっ
たこと。（216～217頁）

被告が、国籍法抵触条約起草過
程において、複数国籍防止に向
けられた条約基礎案第16（外国
帰化による国籍喪失条項）, 第
15（二重国籍者の国籍離脱条
項）に対し、これらを制限的に
する修正案を支持する態度を貫
き、原則を緩和した条約にする
ことに成功した、と評されてい
ること。（229〜231頁）

甲57

フランス人とは何か
―国籍をめぐる包摂と排除のポ
リティクス（抄）

写
2019年

(令和元年)
6月20日

パトリック
ヴェイユ
(宮島喬他
訳)

1963年「複数国籍事例の削減と
複数国籍事例における兵役義務
とに関する条約」批准後も、フ
ランスでは複数国籍を肯定する
制度・運用が継続してきたこ
と。（373～374頁）

1954年4月9日法を導入した際の
フランスでの議論では、「外国
でフランスの文化や道徳的・経
済的影響を伝播させられる状況
にあるフランス人に、たとえ職
業に就いている国の国籍を自ら
の意志で獲得したとしても、フ
ランス国籍を保持させることは
重要である。国籍の取得はしば
しば何らかの役割行使の条件で
ある」と論じられていたこと。
（376頁）



号証
作成
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作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

甲58

国籍法部会資料「最近における
諸外国の国籍法の改正の動向―
―両性の平等との関係を中心と
して――」（抄）

原本
1982年

(昭和57年)
頃

田中康久
法務省
民事局
第五課長

1984年国籍法改正に向けた法制
審議会国籍法部会の会議資料と
して提出された標記文献が、血
統主義を採用するフランスやス
イス、東ドイツ、チェコスロ
ヴァキア、シンガポール、イス
ラエル、チュニジア、出生地主
義の米国、イギリス、オースト
ラリアが、複数国籍の解消に積
極的に取り組んでいない旨を報
告し（13～63頁）、「国籍唯一
の原則をどこまで貫くかは、国
によって異なっている。」（63
頁）、「諸外国における重国籍
の取扱い、あるいはその解消方
策については、各国の置かれた
国内政策、国際環境の違いから
大きな差異があり」「全世界的
な傾向があるわけではないと考
えられる」（67〜68頁）と結論
づけていること。

甲59
法制審議会国籍法部会
第四回会議議事速記録（抄）

原本
1982年

(昭和57年)

法務大臣官
房司法法制
調査部

昭和59（1984）年国籍法改正に
向けた法制審議会国籍法部会
で、国籍法が複数国籍に関する
政策を事前の発生防止から事後
に本人の意思を尊重して解消を
目指す方向へ転換することが検
討されていたにも関わらず、国
籍法11条1項と新たな政策との整
合性は議論されなかったこと。
（2〜9頁）

上記の国籍法部会において、田
中康久幹事が、（現在は最高裁
判例で権利として保障されるこ
とが確認された）在外国民の選
挙権行使に否定的な見解を示し
ながらも、複数国籍の具体的弊
害や複数国籍を防止解消するこ
とと現行憲法の憲法原理との関
係については何ら具体的に説明
できず個人的な感覚を表すにと
どまり、複数国籍の解消につい
ては「基本的にはなるべく認め
る方がいいのではないか」と説
明するしかできなかったこと。
（23頁）。
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甲60
法制審議会国籍法部会
第九回会議議事速記録（抄）

写
1983年

(昭和58年)
法務大臣官
房司法法制
調査部

1984年国籍法改正に向けた法制
審議会国籍法部会で、細川清幹
事が、当時の各国情勢として、
外国に帰化した自国民は当然に
原国籍を喪失するという国が最
も多いと説明し、このような当
然喪失を定める国が増えていく
であろうという予想を述べたこ
と（50頁）。

上記の国籍法部会で、細川清幹
事が、日本への帰化の要件につ
いて説明した際、「一応重国籍
をなるべく発生しないようにす
るあるいは防止すると、可能で
あればそうするということが一
つの理念としてあるとすると」
と説明するのみで、複数国籍の
発生防止を要請する具体的な立
法事実を挙げることはなかった
こと。（52頁）

甲61 国籍と人権 写
1997年

(平成9年)
2月10日

山本敬三

ストラスブール条約の1993年の
改正は、祖国へのアイデンティ
ティを保ったまま居住地国の国
民たる地位を取得できることが
望ましいとされたものであり、
国籍の得喪に関して個人の人格
的利益を尊重したものと考えら
れること。かかる傾向が世界的
に広まっているという事実が、
ストラスブール条約改正以降本
論文執筆時までに、見られたこ
と。（134頁以下）

甲62 外国人の人権と国籍の再検討 写
1997年

(平成9年)
6月20日

山内敏弘

平成9（1997）年に、「国籍単一
の原則を見直して重国籍を日本
でも積極的に認めることを…本
格的に検討することの方がより
適切で、かつ現実的ではない
か」（６頁）として、複数国籍
に伴う弊害とされてきたものは
重大な支障にならないことが今
日では広く認識されており、複
数国籍を認める国も増大し、単
一国籍の原則は、もはや国際社
会に一般的に通用する原則では
なくなってきていると指摘する
文献が発行されていたこと。
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甲64
国籍相談No.420
（戸籍時報 No.698）

写
2013年

(平成25年)
6月

法務省民事
局
民事第一課
職員

甲65と同様の場合について、甲
65の発行の約２年前に被告は、
「自己の志望によつて外国の国
籍を取得」した場合に当たると
解していたこと。（114頁）

甲63 憲法における「国籍」の意義 写
1998年

(平成10年)
5月

門田孝

「国籍」によって保障されてき
た権利ないし利益は、「個人が
政治的共同体に属する権利」と
「個人のアイデンティティに対
する権利」として説明しうるこ
と。（123頁）

民族的一体性を強調される従来
の国民国家における国籍につい
ては、民族的一体性を強調され
るが故に、国籍を持つと言うこ
とは即、民族としてのアイデン
ティティを確認することにつな
がるものだったといえ、ある在
日韓国・朝鮮人が日本への帰化
を拒否する理由として「帰化し
てしまうことによって自分が在
日韓国・朝鮮人としてじゃなし
に、日本の方に行ってしまうと
いうか、自分がなくなってしま
うんじゃないか、というそうい
う気持ちがあるんです」と語っ
たこと。（124頁）

国境を越えての移動と定住が随
処に見られる現代にあっては、
国籍唯一の原則を貫こうとする
限り、ある共同体へ新たに定住
したうちのある者は往々にし
て、自己のアイデンティティを
犠牲にその共同体の一員として
認められるか、あるいは逆に、
アイデンティティを保持して共
同体構成員性の取得を断念する
か、苦渋の選択を迫られること
になるが、これらの権利は、そ
もそも一方を犠牲にして他方を
取るという性格のものではない
と考えられること。（125頁）
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甲65
国籍相談No.429
（戸籍時報 No.722）

写
2015年

(平成27年)
2月

法務省民事
局
民事第一課
職員

ペルー共和国国籍法第２条第３
号は、外国にて出生し、父母の
いずれか一方が出生によるペ
ルー人で、未成年の間にペルー
領事館で所定の登録が行われた
者については、出生によるペ
ルー人であると定めていること
（75頁）。この場合、我が国国
籍法11条1項の「自己の志望に
よって外国の国籍を取得した」
には当たらないと解されている
こと（76頁）。

甲66
無国籍と複数国籍 あなたは
「ナニジン」ですか？（抄）

写
2022年

(令和４年)
6月

陳天璽

文献で紹介されているケース②
のＡさんは、出生により日本国
籍を取得した後、アルゼンチン
国籍を志望取得したとして日本
国籍を失った在日外国人として
扱われるようになったが、さら
にその後、アルゼンチン国籍の
取得が志望取得ではなかったと
して日本国籍を失っていなかっ
たとされ、日本国民としての地
位を回復したという事案がある
こと。同事案をとおしてＡさん
個人の不利益以外の問題は生じ
ていないと解されること。
ケース①、ケース③の当事者に
起きた日本国籍の得喪に際して
も、当事者本人の不利益以外の
問題は生じていないと解される
こと。

甲67-1 ノッテボーム事件判決（抄） 写
1955年

(昭和30年)
4月6日

国際司法裁
判所

国際司法裁判所判決が「国籍
は、国家と個人の間の、愛着の
社会的事実、存在の真正な結び
つき、利益及び感情を基礎とし
て、相互の権利及び義務の存在
を伴う法的紐帯である。」と述
べたこと。（23頁）

甲67-2 甲67-1の日本語訳（抄訳） 写
原告代理人
仲 晃生

同上。

甲68-1 人権と国籍の恣意的剥奪 写
2016年

(平成28年)
6月30日

国連人権理
事会

国連人権理事会決議において、
「アイデンティティーへの権利
は国籍の権利と本質的に連結し
ている」（第11項）と述べられ
たこと（4頁）。

甲68-2 甲68-1の日本語訳（抄訳） 写
原告代理人
仲 晃生

同上。
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甲69
近時の裁判例にみる
｢人格権」概念の諸相（抄）

写
2015年

(平成27年)
木村和成

東京地方裁判所平成24年11月7日
判決が「（人の出自・）国籍は
自己の起源を認識する契機とし
て、いずでも自我の確立に深く
結びついており、これらは人格
権の重要な要素」であると示し
たこと。（146(1434)頁）

甲70
家族と国籍～国際化の安定のな
かで（抄）

写
2017年

(平成29年)
7月20日

奥田安弘

国籍は、国家による権利保障を
受ける前提となるものであり、
「権利を取得するための権利」
と性質付けられることがあるこ
と。（18頁）

甲71 憲法 第五版（抄） 写
2011年

(平成23年)
3月10日

芦部信喜
高橋和之

憲法は国民主権原理およびそれ
に基づく代表民主制の原理を定
めており、これら両原理は、基
本的人権の尊重と確立を目的と
し、基本的人権保障のための手
段として不可分の関係にあるこ
と。（35〜37頁）

国民主権原理も基本的人権尊重
原理も、共に「人間の尊厳」と
いう最も基本的な原理に由来す
ること。（35〜37頁）

甲72
日本国憲法〈第3版〉（抄）

写
2007年

(平成19年)
12月30日

松井茂記

日本国憲法成立の歴史的経緯及
び、現行憲法の国民主権原理
は、明治憲法のよって立つ神勅
主義を否定し、天皇主権の国家
統治を否定して、国民こそが主
権者であり政治共同体の不可欠
の一員であるとするものである
こと。（6〜14頁）



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

合衆国憲法は、政治を多元的な
集団の交渉と取引のフォーラム
と捉える政治観（プリュラリズ
ム（多元主義）」を基礎とし、
人民の政治参加を前提として自
由の保障を図る政治理論に依拠
していること。そこでは、どの
１つの集団も、政治を支配する
ほど強力な力は持ち得ず、すべ
ての集団は少数者であり、多数
者を形成するためには、利害関
係の異なる集団との提携による
しかなく、今日の多数者は明日
の少数者であり、今日の少数者
はあるの多数者であるというダ
イナミズムが働くこと。このよ
うな視点に立つとき、憲法は、
プリュラリズムのメカニズムが
作動するプロセスを保証したも
の、つまり現に政権の座にある
集団が自分たちがいつまでも権
力の座にいることができるよ
う、政治変化の経路を閉ざして
しまったり、特定の少数者を排
斥して新しい連合体の形成を阻
止しようとすることを禁止した
ものと見入ることができるこ
と。日本国憲法もこのような考
え方を示す規定と構造を持って
いること。（38〜39頁）

ロールズが社会契約論を基礎に
発展させた「公正としての正
義」の原理を基礎づける概念と
して「無知のヴェール」や正義
の２原則があること。（36～37
頁）
【原告代理人註】本文献のロー
ルズの理論に関する記述は、多
様な価値・包括的教説の共存を
可能にする「政治的リベラリズ
ム」（1993年。2022年邦訳出
版）の構築へロールズが進む前
の「正義論」（1971年）段階で
のロールズの理論の概説であ
る。ロールズが後年に構築した
「政治的リベラリズム」は松井
のいう「プリュラリズム」に極
めて近い。）

松井茂記
2007年

(平成19年)
12月30日

写日本国憲法〈第3版〉（抄）同前



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

プリュラリズム（多元主義）の
立場からは、裁判所は憲法条文
に示される憲法制定権者が憲法
化した一定の憲法原理を適用す
べきことを前提に、憲法は、民
主主義原理にたって、国民の政
治参加のプロセスと国会の政策
決定委が執行されるプロセスに
ついて、双方のプロセスが開か
れていて、特定の少数者を排除
しないように確保したものであ
るから、裁判所には民主主義プ
ロセスの機能の組織的障害を是
正し、民主主義が適切に機能す
るよう確保する役割が期待され
ていると解されること。プリュ
ラリズムの考え方では、すべて
の集団は少数者であり、多数者
は現時点における少数者の集合
にすぎず、立法者の制定した法
律が、愚かな選択であり不合理
とさえ思えたとしても、不満を
もつ国民は基本的に政治的プロ
セスに訴えて法律を改廃される
ことを求められるが、多数者が
このような国民による銀むと政
治参加による政治の変化を閉ざ
してしまい、いつまでも多数者
のままでいることができるよう
な行為を行うことは、政治のメ
カニズムに組織的の機能障害を
生じさせるおそれがあり。その
機能障害を除去することに司法
府の重要な役割があると解され
ること。（96～98頁）

松井が論ずる、やむにやまれな
い政府利益の基準の具体的内
容。（118頁）

憲法の定める国民主権は、憲法
改正への国民の直接参加と、そ
れ以外の通常の国の政治決定に
ついては、国民主権原理に基づ
く代表民主制を要請しているこ
と。（136〜137頁）

松井茂記
2007年

(平成19年)
12月30日

写日本国憲法〈第3版〉（抄）同前



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

同前 日本国憲法〈第3版〉（抄） 写
2007年
(平成19年)
12月30日

松井茂記

憲法の定める国民主権原理にお
ける「国民」は、憲法秩序の下
における「日本という政治共同
体の不可欠の構成員」であり、
憲法は、すべての国民がかけが
えのない政治共同体の不可欠な
構成員として尊重され、国民が
国民としての権利を行使し政治
参加することのできる過程を保
障していること。その根底に
は、多元主義（プリュラリズ
ム）的な民主主義の考え方があ
ること。国籍を定める国会の権
限は憲法によって大きく制約さ
れており、日本国籍を剥奪する
ことは，やむにやまれない政府
利益を達成するために必要不可
欠な場合でなければ許されない
ものと考えられること。（138～
139頁）

「すべての国民が「一人の市
民」として、つまりかけがえの
ない政治共同体の不可欠な構成
員として尊重される」ことを憲
法は保障していると解されるこ
と。（308頁）

甲73-1
Afroyim v. Rusk 387 
U.S.253,267(1967)（抄）

写
1967年

(昭和42年)
合衆国連邦
最高裁判所

合衆国には、「この国における
市民権は、協働しながら遂行す
る事業の一部である。市民こそ
が国家であり、国家とはその市
民である。我々の自由な政府の
本質は、一時的に公職に就任中
のある市民集団が他の市民集団
の市民権を奪うことができると
いう法原則とは、まったく調和
しない。」と判示した連邦最高
裁判決があること。

甲73-2 甲73-1の日本語訳（抄訳） 写
原告代理人
仲 晃生

同上。



号証
作成
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作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

甲74
憲法Ⅰ 基本権
（抄）

写
2016年

(平成28年)
4月20日

宍戸常寿
松本和彦
他

国籍の付与が立法裁量に属する
としても、ひとたび国籍を取得
した者から、公権力が、恣意的
に国籍を剥奪することは憲法上
禁止されていると解すべきこ
と。（32〜33頁）

国内法上または事実上、日本国
籍を保有しない者が、権利及び
自由について様々な制約を受け
ていること及びその制約の内
容。（36〜40頁）

憲法22条2項は、日本国籍を離脱
する自由と同時に日本国籍を離
脱しない自由、すなわち日本国
籍を喪失させられない自由を保
障していること。（321頁）

複数国籍防止の正当性がない場
合、外国籍の取得・選択に伴う
日本国籍の喪失は日本国籍を離
脱しない自由の侵害を意味する
ことになると考えられること。
（321頁）

甲75
外国人はなぜ消防士になれない
か
公的な国籍差別の撤廃に向けて

写
2017年

(平成29年)
5月31日

自由人権協
会

国内法上または事実上、日本国
籍を保有しない者が権利及び自
由について様々な制約を受けて
いること及びその制約の内容。
（46〜65頁）

甲76
外務省ホームページ
ビザ・日本滞在
ビザ免除国・地域（短期滞在）

写
2022年

(令和4年)
4月15日

外務省

外国籍となった者が親族訪問の
ために日本に入国するためには
許可が必要になる場合があるこ
と。

甲77
自己決定権
（ジュリスト増刊「憲法の争点
（第３版）」所収）

写
1999年

(平成11年)
6月

蟻川恒正

日本国憲法の保障する自己決定
権の検討において、「自己定
義」が、いわゆる「アイデン
ティティ」と同義で用いられて
おり、「自己定義の根幹に関わ
る事柄について他者の支配を受
けない権利」（自己決定権）が
あるとされていること。
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作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

甲78
文化戦争と憲法理論―アイデン
ティティの相剋と模索（抄）

写
2006年

(平成18年)
2月28日

志田陽子

今日の憲法学説の整理のなかで
は、いわゆる「アイデンティ
ティ」の憲法上の位置づけとし
ては、甲141の蟻川論文、甲142
の竹中勲の整理が通説的な整理
として受け入れられ、定着して
いること。

甲79
英国人にさせられた日本人
（雑誌アステイオン所収）

写
2018年

(平成30年)
11月

鈴木章悟

日本国籍を剥奪された際に、当
該個人のアイデンティティに与
える衝撃の強度および性質。
祖国を離れ外国に定住するに
至った人々にとって居住国の外
国籍の取得は、「居住国での権
利獲得の手段としてのものであ
るところ…自分の身分及び現地
で築いた生活の基盤を守ろうと
することはことはごく自然なこ
とで…居住先の国籍を選択する
ことは、生活の利便性の向上の
ためであるのと同時に、極めて
基本的な人権を守るためという
側面」であること。
同時に、これは母国にアイデン
ティティを求める心理とは質が
異なるもので、外国籍取得は
「日本人としてのアイデンティ
ティを放棄したい、という意思
の表れではない…」と考えるべ
きこと。

甲80
放棄された領土と住民の国籍
（抄）

写
1978年

(昭和53年)
8月25日

宮﨑繁樹

国籍喪失によって当該者が無国
籍者とならない場合であって
も、本人の申請、同意によらず
に当該者の国籍を失わしめんと
する場合は、公共の観点から国
籍の剥奪が必要と認められる場
合に限られると解すべきこと。
（42頁）

「国籍剥奪」を形容するものと
して世界人権宣言の英語原文で
用いられている"Arbitrary"を、
宮崎繁樹が「専断的」と訳して
いること。（40頁）
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作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

甲81

司法権と違憲審査権――客観訴
訟の審査対象

（判例時報２４７５号臨時増刊
「統治構造において司法権が果
たすべき役割」第１部所収）

写
2021年

(令和3年)
5月15日

渋谷秀樹

憲法訴訟の実体理論には、人権
と統治に関する実定憲法規範の
みならず、その基盤となってい
る立憲主義などの憲法上の諸原
理も含まれており、違憲審査に
おいては憲法原理適合性が審査
されるべきこと。(65頁)

甲82 ＧＨＱ草案 写
1946年

(昭和21年)
2月

ＧＨＱ ＧＨＱ草案の内容

甲84

（憲法問題調査委員会試案）
憲法改正・調査会の試案
立憲君主主義を確立
国民に勤労の権利義務
／社説

写
1947年

(昭和21年) 毎日新聞

憲法問題調査委員会が作成した
新憲法案の内容が天皇を主権
者、国民を臣民とするなど旧態
已然とした内容だったこと。

甲85
ＳＷＮＣＣ２２８「日本の統治
体制の改革」

写
1946年

(昭和21年)
１月７日

国務・陸・
海軍三省調
整委員会
（SWNCC）極
東小委員会

明治憲法下の日本に関して、占
領軍最高司令部が、
「国家権力は、天皇の周囲にい
る数少ない個人的助言者達の手
に握られ、選挙によって選ばれ
た、国会における国民の代表者
には、立法に対し限られた範囲
で監督的権限が与えられただけ
であった。」
などと分析していたこと。（10
頁（2））

1953年
(昭和28年)
11月10日

兼子一

現憲法は、日本から軍国主義及
び極端な国家主義を除去し、平
和国家を建設するという目的
と、政治・経済・社会・文化の
あらゆる領域にわたり、官僚主
義と封建制度を排除し、自由主
義的民主主義的傾向を徹底せし
め、基本的人権の尊重を確立す
るという目的とを実現するため
に制定されたこと（3～7頁、24
～25頁）。

憲法調査会試案に対する「はげ
しい世論の反對に鑑み、最高司
令官が基本的と考える諸原則に
基づき、内閣の方針を変えさせ
ることが必要だ」として、ＧＨ
Ｑ草案の作成が始まったこと（9
〜11頁）。

憲法12条が普段の努力で憲法の
保障する権利及び自由を保持す
ることを国民に求めた背景及び
理由（331～336頁）。

甲83 註解日本國憲法・上巻（抄） 写
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標目
（原本・写の別）

甲86
国民教育憲法大意 第三版
（抄）

写
1897年

(明治30年)
8月18日

穂積八束

明治憲法下では国民は「絶對
ニ、無限ニ、国權ニ服従スル者
ナリ」と考えられていたこと
（31頁）。

明治憲法下の帝国議会の位置づ
けと権限については、「帝國議
會ハ統治ノ機関ナリ統治ノ主體
二非ズ」「帝國議會ハ天皇ノ統
治權ヲ行フノ機関タリ臣民ノ權
利ヲ行フノ機関二非ズ、臣民ハ
帝國議会ヲ組織スル二於テ参輿
スルコトアリ、然レトモ組織セ
ラレタル帝國議會ハ國家ノ機関
ニシテ臣民ノ事務所二非ス、其
ノ職権ハ國家ノ機関ノ職権ニシ
テ臣民個人ノ権利ニアラサルナ
リ、例セハ立法二参輿スルハ臣
民ノ權利ノ行使二アラスシテ統
治機関ノ職權ヲ行フモノナリ」
とされていたこと。（43～44
頁）

甲87 臣民の道（抄） 写
1937年

(昭和12年)
3月30日

文部省
教学局

明治憲法下では文部省によって
「皇國臣民の道は、國體に淵源
し、天壌無窮の皇運を扶翼し奉
るにある。それは抽象的規範に
あらずして、歴史的なる日常實
踐の道であり、國民のあらゆる
生活・活動は、すべてこれ偏へ
に皇下を振起し奉ることに歸す
るのである。」（1頁）
「天皇へ隨順奉仕するの道が臣
民の道である。」（42頁）、
「皇國臣民たるものは大御心を
奉體し、粉骨砕身、臣民の道を
實踐して皇恩に報い奉らねばな
らぬ。」（44頁）
などとされていたこと。



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨
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甲88 國體の本義（抄） 写
1941年

(昭和16年)
3月31日

文部省
教学局

明治憲法下では文部省によって
「天皇の御ために身命を捧げる
ことは、所謂自己犠牲ではなく
して、小我を捨てて大いなる御
稜威に生き、國民としての眞生
命を發揚する所以である。」
（35頁）、「實に忠は我が臣民
の根本の道であり、我が國民道
徳の基本である。我等は、忠に
よつて日本臣民となり、忠に於
て生命を得、こゝにすべての道
徳の根源を見出す。」（38頁）
などとされていたこと。

甲89 註解日本國憲法・下巻（抄） 写
1954年

(昭和29年)
2月10日

兼子一

憲法が最高法規とされ、憲法97
条が人類史における基本的人権
の重要性を示した背景及び理由
（1457～1464頁）。

甲90

「統治權ハ國法及國際法ノ下ニ
存シ」として法律による国家権
力の統制を主張する美濃部です
ら、国家の立法権は「國家ノ目
的ノ為ニ認メラルル権利」であ
り「國家ノ目的ニ反スル立法ハ
立法者ト雖モ正當ニハ之ヲ爲ス
權能ヲ有セザル」として、臣民
に対する統制（権利付与を含
む）を行う法律が「國家ノ目
的」に沿って定められるべきこ
と、つまり「國家」及び「國家
ノ目的」が最優先事項であり臣
民個人に対してはるかに優越・
優越することを前提としていた
こと。（38〜39頁）

明治憲法下で明治憲法は欽定憲
法であると解されていたこと
（72〜73頁、100頁）。

美濃部は、初版（甲88）では国
籍の意義を「國民タル資格」と
していたが、改訂第５版までに
「臣民タル資格」に修正する一
方、同版においても本人の意思
に反する国籍剥奪は有されない
とする見解を維持していたこと
（143頁）。

美濃部は、国民（臣民）の国家
に対する服従義務に関する見解
も維持し、臣民を国家の構成分
子とみる立場から、国家は臣民
の奉公忠誠を要求する権利を有
するとしていたこと（152〜153
頁）。

美濃部達吉
1932年

(昭和7年)
1月15日

写憲法撮要（改訂第5版）（抄）
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写

政官関係と司法についての覚書
――公務員制の憲法的再定位

（判例時報２４７５号臨時増刊
「統治構造において司法権が果
たすべき役割」第１部所収）

甲91

米国、英国、ドイツの公務員制
度は、第一過程（君主の特権的
支配を合理化するための官僚
制。ここでの官僚制の目的は、
君主を頂点とする中央集権国家
（近代国家）を確立することに
あり、このために官僚は、君主
の官吏として臣民に対し特権的
地位を主張できた。）、第二過
程（市民革命後の近代市民国家
の下における、「人民意思」を
体現するものとしての公務員
制。選挙で勝利を収めた多数派
に対する応答性や「民主的行政
能率」が重視された。）、そし
て第三過程（行政国家の下にお
ける公務員制）に分類でき、第
三過程では、選挙で勝利を収め
た多数派（特定政党）から公務
員を保護し（身分保障と政治的
中立性の担保）、公務員が、選
挙によってその声が適切に代表
されない社会的・経済的弱者も
含めた「全体の奉仕者」として
自らの専門性に忠実に職務を遂
行できる仕組みが整えられたこ
と。（36～37頁）

日本の公務員制度は、日本国憲
法の制定によって、英米のよう
な第二過程の民主的慣行を経る
ことなく第三過程に突入したた
め、日本国憲法が採用した第三
過程の意義をよく理解すること
ができず、戦後、規範的には第
三過程にありながらも、制度的
現実としては第一過程の残滓を
内在させながら、理念ないし目
的が混濁したような公務員制が
存続してきた、といえること。
（37～38頁）

山本龍彦
2021年

(令和3年)
5月15日



号証
作成

年月日
作成者 立証趣旨

標目
（原本・写の別）

甲92 憲法義解 宮沢俊義・校注（抄） 写

1889年
(明治22年)

6月1日
（校注：
1940年

(昭和15年)
４月15日）

伊藤博文

明治憲法18条の「日本臣民タル
の要件」についての伊藤博文の
解説は「日本臣民たるに二つの
類あり。第一は出生に因る者。
第二は歸化または其の他法律の
効力に依る者。」とされてお
り、臣民たる地位の取得のみが
想定されていたとも解し得るこ
と。（46〜47頁）

明治憲法下の法律は、議会の審
議を経て成立するものであった
とはいえ、帝国議会は単に審議
の場に過ぎず、帝国議会は「立
法に参する者にして主権を分つ
者に非ず。法を議するの權あり
て法を定むるの權なし。」（65
頁）とされていたこと。

この文献が、東京帝国大学教授
であった美濃部によって、東京
帝国大学及び東京商科大学にお
ける憲法の講義の教科書として
世に出されたものであること。
（序言）

明治憲法下の憲法の通説が、
「國民タル資格ヲ國籍ト謂フ。
國籍ハ唯人ノ身分資格ニ止マリ
其レ自身權利ニ非ズト雖モ、國
籍ヲ保有スルコトハ國民ノ権利
ニシテ、國家ハ國民ノ意思ニ反
シテ一方的ニ之ヲ剥奪スルコト
ヲ得ズ」として、国籍を保有す
る権利を認め、本人の意思に反
する国籍剥奪は許されないとし
ていたこと。（147頁）

明治憲法下の憲法の通説では、
「國民ハ第一ニ國家ノ統治權ニ
服従スル客體タルノ地位ヲ有
ス」とされ、「一定ノ範圍ニ於
テハ國家ノ支配ニ服従セザル地
位ヲ有ス」（157〜158頁）、
「國民ノ國家ニ對スル義務ハ服
従義務ノ一ニ歸スルコトヲ得」
とされていたこと。（167頁）

美濃部達吉
1923年

(大正12年)
4月30日

写憲法撮要（初版）（抄）甲93
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甲94 憲法撮要（改訂版）（抄） 写
1946年

(昭和21年)
8月5日

美濃部達吉

美濃部は、現憲法制定のための
議論が行なわれていた当時も甲
85の見解を維持していたこと
（130〜131頁、137〜139頁）。

甲95 日本国憲法原論（抄） 写
1948年

(昭和23年)
4月20日

美濃部達吉

美濃部が国籍剥奪禁止に関する
甲88の見解を現憲法施行後も維
持していたこと。（153頁）。

美濃部が現憲法下でも、国民を
国家の構成分子と捉える国家法
人説を維持しようと試みていた
こと（159〜頁）。

甲96 新國籍法論（抄） 写
1933年
(昭和8年)
2月20日

兒玉政介

1933（昭和8）年までに明治国籍
法20条の説明として「国籍選択
の自由」を挙げる見解が現れて
いたこと。（270～271頁）

甲97

官報号外
第９０回帝国議会 衆議院
議事速記録（第五号）
（昭和21年6月25日）（抄）

写
1946年

(昭和21年)
6月26日

印刷局

昭和21（1946）年6月25日の帝国
議会衆議院・帝国憲法改正案委
員会において、金森徳次郎国務
大臣が、政府提案の憲法案には
臣民たる要件を法律に委ねる明
治国籍法18条と同様の規定がな
いことの理由として、「従来ノ
憲法卜違ヒマシテ、今度ノ憲法
ハ大権事項ト云フコトニ幅ヲ認
メテ居リマセヌノデ、主ナル事
柄ハ総テ法律デ決メナケレバナ
リマセヌ、随テ憲法ニ規定ヲ置
カナクテモ、国籍ヲ決メマスル
ノハ必ズヤ法律ヲ以テ決メナケ
レバナラナイ」として、政府提
案の憲法案の下では国籍という
主要な事柄は必ず法律で定めな
ければならないので、明治国籍
法18条のような規定は不要であ
ると説明していたこと。(76頁４
～５段）
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甲99

第９０回帝国議会 衆議院
帝国憲法改正案委委員会議録
（速記）第二十一回
（昭和21年8月21日）（抄）

写
1946年

(昭和21年)
8月21日

衆議院事務
局

昭和21（1946）年8月21日の帝国
議会衆議院・帝国憲法改正案委
員会において、芦田均委員長
が、憲法10条（現行）が新たに
追加挿入された趣旨について、
「国の基本的法制として最小限
度に必要なり」とする考えであ
ることを説明しており、法律に
広範な裁量を委ねるとか法律に
よる国籍剥奪を新たに可能にす
るとかの趣旨であるという説明
は一切なかったこと。(392頁3
段）

昭和21（1946）年7月2日の帝国
議会衆議院・帝国憲法改正案委
員会において、金森徳次郎国務
大臣が、政府提案の憲法案には
臣民たる要件を法律に委ねる明
治国籍法18条と同様の規定がな
いことの理由として、「人間ノ
基本ニ関シマスル問題ハ、総テ
定ムルニ法律ヲ以テシナケレバ
ナラス、命令ヲ以テ之ヲ定ムル
コトヲ得ナイト云フノガ基本ノ
原則デス」として、政府提案の
憲法案の下では国籍という主要
な事柄は必ず法律で定めなけれ
ばならないので、明治国籍法18
条のような規定は不要であると
説明していたこと。(29頁3段）

金森大臣はまた、誰を日本人と
するかは現状を踏襲していく考
えであり、国籍離脱の自由の保
障などの修正を国籍法に加える
予定であることを説明したが、
日本国籍の剥奪を新たに可能と
するような認識は示さなかった
こと（29頁4～5段）。

衆議院事務
局

1946年
(昭和21年)

7月2日
写

第９０回帝国議会 衆議院
帝国憲法改正案委委員会議録
（速記）第三回
（昭和21年7月2日）（抄）

甲98
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甲100
日本国憲法成立史 第四巻
（抄）

写
平成6年
(1994年)
7月20日

佐藤達夫
佐藤功

日本国憲法制定のための枢密院
での審議において説明された現
10条挿入の理由は、①外国の圧
力で憲法ができたという誤解を
一掃するために修正を歓迎しよ
うという空気があったこと、②
実質が無害な規定であり形式的
に良いということ、③議会の権
威を示すことになって良いとい
うことであり（1000頁）、広い
立法裁量に委ねるためという説
明はなされなかったこと。

甲101

国籍の役割と国民の範囲――ア
メリカ合衆国における「市民
権」の検討を通じて（１）
（抄）

写
2011年

(平成23年)
坂東雄介

米国では、国家の構成員ルール
を設定する権限は、連邦議会が
有する絶対的権限と位置づけら
れ（絶対的権限の法理）、移民
法を中心に展開を遂げてきたこ
と（13頁、28〜31頁）。

アフロイム対ラスク事件判決
は、「主流派が、特定の人々
を、合衆国の構成員であって
も、合衆国構成員に相応しくな
いと判断した場合、主流派が、
自らの権限を行使して、合衆国
市民権に付着する権利を否定す
ること」を否定したものである
こと（83〜91頁）。

同判決を書いたウォレン判事
は、別の事件で、「（市民権を
剥奪することは身体に対する侵
害ではなく、）組織化された社
会における個人が有する地位の
全体的な破壊である。市民権を
剥奪することは、拷問よりも原
始的な刑罰の形態である。なぜ
ならば、それは、その刑罰を受
ける個人にとって、何世紀もか
けて発展した政治的存在を破壊
するからである。この刑罰は、
合衆国市民権という、国家的政
治共同体および国際的政治共同
体における地位を剥奪する。」
（Trop v. Dules,366 
U.S.86(1958)）

甲102

国籍の役割と国民の範囲――ア
メリカ合衆国における「市民
権」の検討を通じて（６）
（抄）

写
2014年

(平成26年)
7月

坂東雄介
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同前
国籍の役割と国民の範囲――ア
メリカ合衆国における「市民
権」の検討を通じて（６）

写
2014年
(平成26年)
7月

坂東雄介

「市民権は、人の基本的な権利
だからである。なぜならばそれ
は、諸権利を持つための権利だ
からである。」（Perez v. 
Brownell,356 U.S.44(1958))
と指摘したほか、合衆国市民権
の放棄を示す行為が自発的に行
われたかどうかは、「明確で、
説得力を持ち、絶対的な証拠
（clear, convincing and 
equivocal evidence）」によっ
て判断し、かつ、証明責任は合
衆国側にある（Nishikawa v. 
Dulles, 356 U.S. 129 (1958)）
と判示したこと（87～90頁）。

甲103 憲法〔第３版〕（抄） 写
1995年

(平成７年)
4月15日

佐藤幸治

国籍離脱の自由の保障の本旨
は、「非任意的大結社たる国家
からの離脱を認めるもので、個
人の精神の独立に究極の価値を
おいて国家を捉える立場の帰着
点である」と指摘されているこ
と（554〜555頁）。

甲104 憲法１ 人権〔第５版〕 写
2013年

(平成25年)
3月30日

赤坂正浩他

憲法22条2項は、日本政府が日本
国民の国籍を剥奪することを禁
止していると理解できること。
（14頁）

甲105

-1

Vance v. Terrazas, 444 U.S. 
252 (1980)（抄）

写
1980年

(昭和55年)
合衆国連邦
最高裁判所

合衆国では、議会の定めた市民
権喪失要件に該当する行為が自
発的になされた場合であって
も、合衆国市民権は本人の市民
権放棄の意図が証明されない限
り失われないとされているこ
と。

甲105

-2
甲105-1の日本語抄訳 写  

原告代理人
仲 晃生

同上。
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甲106

過小包摂な規制と厳格審査の基
準の下での目的審査のあり方に
ついて――EMA事件判決における
スカリア裁判官法廷意見を素材
として――（抄）

写
2015年

(平成27年)
9月25日

金原宏明

合衆国判例において、言論内容
規制の法令の合憲性判断にあ
たって、目的の「やむにやまれ
ぬ利益」該当性の審査のほか、
手段の必要最小限度性の審査の
一環として過小包摂性の審査が
要求される理由として、①過小
包摂の存在が動機の疑わしさを
助長すること、②立法目的達成
の見込みの不足を示唆するこ
と、③ある事項が規制対象から
外されていることが立法府も法
令の立法目的にはその事項を規
制できるほどの重要性が実は存
在しないと判断したことを示唆
すること、などが挙げられてい
ること。（187〜192頁）

甲107

-1

GUIDELINES ON STATELESSNESS 
NO.5:
Loss and Deprivation of 
Nationality under Articles 5-
9 of the 1961 Convention on 
the Reduction of 
Statelessness（抄）

写
2020年

(令和2年)
5月

国連難民高
等弁務官事
務所

世界人権宣言15条2項の禁止する
「専断的（恣意的）な国籍の剥
奪」を防ぐために、国籍喪失に
関する最低限の要件として、①
国籍の取り上げが法律で定めら
れたことに適合していること、
②正当な目的を達成するための
最も侵害的でない手段であるこ
と、③適正な手続に従うこと、
が求められること。

甲107

-2
甲107-1の日本語抄訳 写

2021年
3月9日

原告代理人
仲 晃生

同上。

甲108
複数国籍の日本ルーツの子ども
たちの存在から問う「国のあり
方」

写
2017年

(平成29年)
3月

武田里子

複数国籍は許されないとする風
潮が生来の複数国籍者の尊厳を
傷つけるものであること。（77
頁、囲み部分）
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甲109
国籍法をめぐる日本人当事者の
事例

写
2020年

(令和２年)
3月

武田里子

居住国の国籍がないことによる
具体的な不利益として、①就労
の機会が限られること、②社会
保障、相続などで不利になるこ
と、③参政権がないこと、④在
留資格が不安定であること、⑤
国際結婚家族の場合、家族間で
国籍が異なり家族離散の不安が
あること、⑥介護に親を呼び寄
せられないこと、などがある。
また、日本国籍がなくなること
による不利益としては、❼アイ
デンティティ、祖国とのつなが
りが断たれること、❽親の介護
に帰国できない場合が生じるこ
と、❾将来帰国できなくなるこ
と、などがあること。（6〜15
頁）

甲110 永住許可に関するガイドライン 写
2019年

(令和元年)
5月31日

法務省

日本国民の実子であり引き続き
１年以上日本に在留している者
については、「イ 罰金刑や懲
役刑などを受けていないこと。
公的義務（納税，公的年金及び
公的医療保険の保険料の納付並
びに出入国管理及び難民認定法
に定める届出等の義務）を適正
に履行していること。」「ウ
現に有している在留資格につい
て，出入国管理及び難民認定法
施行規則別表第２に規定されて
いる最長の在留期間をもって在
留していること。」「エ 公衆
衛生上の観点から有害となるお
それがないこと。」をいずれも
満たしている場合、永住許可が
認められるとするガイドライン
の存在。




